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花
巻
市
民
憲
章
の
標
語
を
募
集
し
ま
す

　
花
巻
市
市
民
憲
章
推
進
協
議
会
で

は
、
市
民
憲
章
標
語
コ
ン
ク
ー
ル
の
作

品
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
同
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
本
市
の
未
来
を

担
う
子
ど
も
た
ち
の
市
民
憲
章
に
対
す

る
関
心
を
高
め
、
理
解
を
深
め
る
こ
と

を
目
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
対
象

　
市
内
の
小
学
生

■
標
語
の
内
容

　
花
巻
市
民
憲
章
が
目
指
す
「
誰
も
が

住
み
よ
い
と
思
え
る
よ
う
な
ま
ち
」
の

実
現
に
向
け
た
標
語

※
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す

■
応
募
期
限

　
９
月
７
日

（火）
、
午
後
５
時
必
着

■
応
募
方
法

　
各
小
学
校
に
配
布
し
て
い
る
応
募
用

紙（
任
意
様
式
で
も
可
）に
、
①
学
校
名

②
学
年
③
名
前
を
記
入
し
、
通
学
し
て

い
る
学
校
に
提
出
す
る
か
、
郵
送
ま
た

は
持
参
に
よ
り
、
左
記
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
１
人
当
た
り
１
点

■
優
秀
作
品
表
彰

　
応
募
作
品
を
審
査
の
上
、
優
秀
な
作

品
を
11
月
に
開
催
す
る
花
巻
市
民
憲
章

推
進
大
会
で
表
彰
。
最
優
秀
賞
に
選
ば

れ
た
作
品
は
、
市
民
憲
章
ポ
ス
タ
ー
に

掲
載
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
同
ポ
ス
タ
ー

は
、
公
共
施
設
な
ど
に
掲
示
し
、
市
民

憲
章
の
啓
発
活
動
に
活
用
し
ま
す
。

 

【
問
い
合
わ
せ
・
応
募
】
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昨
年
度
の
ポ
ス
タ
ー
。
最
優
秀
作
品
の
標
語
を
掲

載
し
、
市
民
憲
章
の
啓
発
を
行
っ
て
い
ま
す

新婚生活を応援します！

結婚新生活支援事業を開始します

　結婚して新生活を始める夫婦を対象に、新居の

取得費や家賃、引っ越し費用を補助します。

■    対象　次の全ての要件に満たす人 ▼１月１日～

令和４年３月31日までに婚姻届を提出し、受理

された夫婦であること ▼婚姻日において、夫婦

共に年齢が39歳以下であること ▼夫婦の所得合

計額が400万円未満（世帯収入約540万円未満に

相当）であること（＊１） ▼対象となる住宅が市

内にあり、交付申請日において夫婦の双方また

は一方が対象の住宅に住民登録の上、居住して

いること ▼夫婦共に家事育児参画促進講座（＊

２）を受講していること ▼市税の滞納がないな

ど、補助金交付要綱に定める要件を満たしてい

ること

＊１�…奨学金を返還している場合は、奨学金の年

間返済額を夫婦の所得から控除

＊２�…（公財）いきいき岩手支援財団が実施する

「結婚新生活スタートアップセミナー」。開催

期日は、同財団ホームページ

（http://www.silverz.or.jp)で

お知らせしています

【 問い合わせ・申請】 本館定住推進課（☎41-3516）
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情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度

　

市
で
は
、
市
政
へ
の
信
頼
性
と
透
明

性
を
高
め
る
た
め
、
市
政
に
関
す
る
情

報
を
公
開
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情

報
を
適
正
に
取
り
扱
う
と
と
も
に
、
皆

さ
ん
の
自
分
に
関
す
る
情
報
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
権
利
な
ど
を
保
障
し
て
い

ま
す
。

■
情
報
公
開
制
度
と
は

　

　
市
民
の
知
る
権
利
を
尊
重
し
、
請
求

に
応
じ
て
市
の
職
員
が
職
務
の
た
め
に

作
成
ま
た
は
取
得
し
た
文
書
や
図
面
な

ど
（
行
政
文
書
）
を
開
示
す
る
制
度
で

す
。

■
個
人
情
報
保
護
制
度
と
は

　

　
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
権
利
・
利

益
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　

　生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
、

そ
の
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
や
生
年
月

日
な
ど
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
「
個
人
情

報
」
と
言
い
ま
す
。
市
が
保
有
し
て
い

る
個
人
情
報
は
原
則
本
人
か
ら
の
請
求

に
よ
っ
て
開
示
や
訂
正
、
利
用
停
止
で

き
ま
す
。

■
開
示
請
求
か
ら
開
示
ま
で
の
流
れ

　
皆
さ
ん
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
、
行

政
文
書
や
個
人
情
報
を
開
示
し
ま
す
。

原
則
と
し
て
請
求
さ
れ
た
内
容
は
全
て

開
示
し
ま
す
が
、
公
益
を
損
な
う
も
の

▼

▼

■行政文書や個人情報の開示請求から開示までの流れ

請求者
開示請求書に必要事項を記入し、開示を請求します

【請求窓口】本館総務課

市
開示請求書を受理した日から起算して15日以内に開示・
非開示を決定し、請求者に通知します

請求者

①請求した文書などを本館総務課で閲覧できます
②請求した文書などの写しの交付を受けることができます
※�写しの交付にかかる費用（コピー代・郵送料など）は、請

求者の負担となります

◉個人情報の訂正請求や利用停止請求の場合の流れも同様です

■令和２年度　開示請求などの状況

行政文書の開示請求件数および決定状況（＊）

請求先 請求件数

内訳

決定状況

全部開示 部分開示 非開示 不存在

市長 146件 104件 50件 ６件

教育委員会 16件 14件 ４件 ３件

農業委員会 ０件

消防 ２件 ２件

議会 ０件

計 164件 120件 54件 ３件 ６件

＊���１件の開示請求で複数の行政文書についての請求があった場合は、複

　数の決定方法を採っているため、請求件数と決定状況は一致しません

個人情報の開示の請求件数および決定状況（＊）

請求内容 請求件数 決定状況

個人情報の開示 ６件
全部開示　６件
部分開示　１件

※���個人情報の訂正、利用停止の請求はありませんでした

市の機関 登録件数（６月３日現在）

市長 255件

教育委員会 40件

選挙管理委員会 ５件

農業委員会 ４件

消防 30件

議会 ４件

計 338件

■個人情報取り扱い事務の登録件数

※�市では、事務の名称や目的、対象者の範囲などを

「個人情報取扱事務登録簿」に登録し、本人が自分

の情報に関与できるようにしています

【
問
い
合
わ
せ
】
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が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
や
、
請
求
者
・

第
三
者
の
権
利
・
利
益
を
害
す
る
恐
れ

が
あ
る
情
報
な
ど
は
、
開
示
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

☜
個
人
情
報
で
あ
れ
ば
何
で
も
保
護
？

　

個
人
情
報
は
大
切
な
も
の
だ
と
い
う

認
識
が
高
ま
る
一
方
で
、
個
人
情
報
保

護
を
理
由
に
、
必
要
と
な
る
個
人
情
報

ま
で
も
が
提
供
さ
れ
な
く
な
っ
た
り
、

各
種
名
簿
の
作
成
が
中
止
さ
れ
た
り
す

る
な
ど
の
状
況
が
一
部
で
見
受
け
ら
れ

ま
す
。

　個
人
情
報
保
護
法
は
、
民
間
事
業
者

が
個
人
情
報
を
適
正
に
取
り
扱
う
た
め

の
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
も
の
で
す
。

　こ
の
ル
ー
ル
に
従
い
、
あ
ら
か
じ
め

本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
で
、
ク
ラ
ス

名
簿
や
自
治
会
名
簿
な
ど
を
作
成
・
配

布
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　ま
た
、
災
害
や
事
故
な
ど
の
緊
急
時

や
捜
査
関
係
事
項
照
会
へ
の
回
答
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
本
人
の
同
意
を
得
な

く
て
も
情
報
提
供
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

アイコンの説明： お知らせ、 学び、 催し、 保健、 募集

◀
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

■ 補助対象費用　 ▼住宅取得費用（土地購入代な

どは対象外） ▼住宅賃借費用〔賃料、敷金・礼金、

共益費、仲介手数料〕（＊３） ▼引っ越し業者や

運送業者に支払った引っ越し費用

＊３�…勤務先から住宅手当を受けている場合や、

他の公的制度による家賃補助などを受けてい

る場合は対象外となる場合があります

■ 補助額　夫婦共に39歳以下…上限30万円

※�上記のうち夫婦共に29歳以下の場合は上限60万

円となります

■ 申請期間　７月１日（木）～令和４年３月31日（木）

※�予算額に達した時点で受け付けを終了する場合

があります


